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義務教育の段階に相当する普通教育の多様な機会の確保に関する法律案 

 
目次 
	 第一章	 総則（第一条―第五条） 
	 第二章	 基本指針（第六条） 
	 第三章	 多様な教育機会の確保に関する基本的施策（第七条―第十一条） 
	 第四章	 個別学習計画（第十二条―第十八条） 
	 第五章	 夜間その他特別な時間において授業を行う学校における就学の機会の提供等（第十九条・第二十条） 
	 第六章	 雑則（第二十一条） 
	 附則 
 
	 	 第一章	 総則 
	 	 （目的） 
第一条	 この法律は、教育基本法（平成十八年法律第百二十号）及び児童の権利に関する条約等の教育に関する

条約の趣旨にのっとり、義務教育の段階に相当する普通教育を十分に受けていない者に対する当該普通教育の

多様な機会の確保（以下「多様な教育機会の確保」という。）に関する施策に関し、基本理念を定め、並びに国

及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、基本指針の策定、学校教育法（昭和二十二年法律第二十六

号）の特例その他の必要な事項を定めることにより、多様な教育機会の確保に関する施策を総合的に推進する

ことを目的とする。 
	 	 （基本理念） 
第二条	 多様な教育機会の確保に関する施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 
	 一	 義務教育の段階に相当する普通教育を十分に受けていない者の意思を十分に尊重しつつ、その年齢又は国

籍その他の置かれている事情にかかわりなく、その能力に応じた教育を受ける機会が適正に確保されるように

すること。 
	 二	 義務教育の段階に相当する普通教育を受ける者が、その教育を通じて、社会において自立的に生きる基礎

を培い、豊かな人生を送ることができるよう、その教育水準の維持向上が図られるようにすること。 
	 三	 国、地方公共団体、多様な教育機会の確保に資する活動を行う民間の団体その他の関係者の相互の密接な

連携の下に行われるようにすること。 
	 	 （国の責務） 
第三条	 国は、前条の基本理念にのっとり、多様な教育機会の確保に関する施策を総合的に策定し、及び実施す

る責務を有する。 
	 	 （地方公共団体の責務） 
第四条	 地方公共団体は、第二条の基本理念にのっとり、多様な教育機会の確保に関する施策について、国と協

力しつつ、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 
	 	 （財政上の措置等） 
第五条	 国及び地方公共団体は、多様な教育機会の確保に関する施策を実施するため必要な財政上の措置その他

の措置を講ずるよう努めるものとする。 
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	 	 第二章	 基本指針 
第六条	 文部科学大臣は、多様な教育機会の確保に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針（以下「基

本指針」という。）を定めるものとする。 
２	 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 
	 一	 多様な教育機会の確保に関する基本的事項 
	 二	 第十二条第一項に規定する個別学習計画の認定並びに第十四条第一項及び第二項に規定する学習活動に対

する支援に関する事項 
	 三	 第十九条に規定する就学の機会の提供その他の必要な措置に関する事項 
	 四	 その他多様な教育機会の確保に関する施策を総合的に推進するために必要な事項 
３	 文部科学大臣は、基本指針の案を作成し、又は基本指針を変更しようとするときは、あらかじめ、地方公共

団体及び多様な教育機会の確保に資する活動を行う民間の団体その他の関係者の意見を反映させるために必要

な措置を講ずるものとする。 
４	 文部科学大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 
 
	 	 第三章	 多様な教育機会の確保に関する基本的施策 
	 	 （調査研究等） 
第七条	 国は、義務教育の段階に相当する普通教育を十分に受けていない者の実態の把握に努めるとともに、相

当の期間学校（学校教育法第一条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特

別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。以下同じ。）を欠席していると認められる学齢児童又は学齢生徒（そ

れぞれ学校教育法第十八条に規定する学齢児童又は学齢生徒をいう。以下同じ。）であって文部科学省令で定め

る特別の事情を有するため就学困難なものの学習活動に対する支援の方法及び学齢期を経過した者（その者の

満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから満十五歳に達した日の属する学年の終わりまでの

期間を経過した者をいう。第十条第一項、第十九条及び第二十条第二項第三号において同じ。）であって就学の

機会の提供を希望するものに対する教育の内容に関する調査研究並びにこれらに関する情報の収集、整理、分

析及び提供を行うものとする。 
	 	 （国民の理解の増進） 
第八条	 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、多様な教育機会の確保に関する国民の理解を深めるよう

必要な施策を講ずるよう努めるものとする。 
	 	 （人材の確保等） 
第九条	 国及び地方公共団体は、多様な教育機会の確保を専門的知識に基づき適切に行うことができるよう、多

様な教育機会の確保に係る職務に携わる者の人材の確保及び資質の向上を図るため、研修等必要な施策を講ず

るよう努めるものとする。 
	 	 （学習に係る環境の整備による学習の支援） 
第十条	 国及び地方公共団体は、相当の期間学校を欠席している学齢生徒であって文部科学省令で定める特別の

事情を有するため就学困難なもの（第十二条第一項の認定に係る個別学習計画に従って学習活動を行っている

者を除く。）及び学齢期を経過した者であって義務教育の段階に相当する普通教育を十分に受けていないもの

（第十九条に規定する夜間その他特別な時間において授業を行う学校における就学の機会の提供を受けている

者を除く。）が中学校を卒業した者と同等以上の学力の修得ができるよう、教材の提供（通信の方法によるもの

を含む。）その他のこれらの者の個別の状況に応じた学習の支援のために必要な措置を講ずるよう努めるものと
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する。 
２	 前項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、多様な教育機会の確保を図るため、適切な教材等の提供、

学校その他の教育施設の提供その他の学習に係る環境の整備による学習の支援を促進するよう努めるものとす

る。 
	 	 （相談体制の整備） 
第十一条	 国及び地方公共団体は、義務教育の段階に相当する普通教育を十分に受けていない者及びその家族か

らの教育及び福祉に関する相談をはじめとする各種の相談に総合的に応ずることができるようにするため、関

係省庁相互間その他関係機関、学校及び民間の団体の間の連携の強化その他必要な体制の整備に努めるものと

する。 
 
	 	 第四章	 個別学習計画 
	 	 （個別学習計画の認定） 
第十二条	 相当の期間学校を欠席している学齢児童又は学齢生徒であって文部科学省令で定める特別の事情を有

するため就学困難なものの保護者（学校教育法第十六条に規定する保護者及び児童福祉法（昭和二十二年法律

第百六十四号）第四十八条の規定により同条の施設に入所中又は受託中の児童を就学させなければならない者

をいう。以下同じ。）は、文部科学省令で定めるところにより、当該就学困難な学齢児童又は学齢生徒の学習活

動に関する計画（以下「個別学習計画」という。）を作成し、これを当該学齢児童又は学齢生徒の居住地の市町

村（特別区を含む。以下同じ。）の教育委員会に提出して、当該個別学習計画が適当である旨の認定を受けるこ

とができる。 
２	 個別学習計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 
	 一	 学齢児童又は学齢生徒及びその保護者の氏名及び住所並びに当該学齢児童又は学齢生徒の学習及び生活の

状況に関する事項 
	 二	 学習活動の目標 
	 三	 学習活動の内容及びその実施の方法に関する事項 
	 四	 学齢児童又は学齢生徒の保護者以外の者が個別学習計画に従った学習活動に対する支援を行う場合にあっ

ては、次に掲げる事項 
	 	 イ	 当該支援を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 
	 	 ロ	 当該支援の内容及びその実施の方法に関する事項 
	 	 ハ	 当該学齢児童又は学齢生徒の保護者との連携に関する事項 
	 五	 その他文部科学省令で定める事項 
３	 市町村の教育委員会は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る個別学習計画が次の各

号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 
	 一	 当該個別学習計画に係る学齢児童又は学齢生徒が相当の期間学校を欠席しており、かつ、前項第一号に掲

げる事項のうち学習及び生活の状況に関する事項に照らして当該学齢児童又は学齢生徒が第一項に規定する特

別の事情を有すると認められること。 
	 二	 当該個別学習計画に係る学齢児童又は学齢生徒が学校に在籍しないで前項第三号に掲げる事項に従って学

習活動を行うことが適当であると認められること。 
	 三	 前項各号に掲げる事項が基本指針に照らして適切なものであること。 
	 四	 前号に定めるもののほか、学校教育法第二十一条各号に掲げる目標を踏まえ、当該個別学習計画に係る学
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齢児童又は学齢生徒の発達段階及び特性に応じて定められていることその他の文部科学省令で定める基準に適

合するものであること。 
４	 市町村の教育委員会は、第一項の認定（第十五条第二項の規定による認定の取消しを含む。）を行おうとする

ときは、教育学、心理学、児童の福祉等に関する専門的知識を有する者の意見を聴くほか、必要に応じ、相当

の期間学校を欠席している学齢児童又は学齢生徒の学習活動に対する支援に係る実務の経験を有する者の意見

を聴くものとする。 
	 	 （個別学習計画の変更） 
第十三条	 前条第一項の認定を受けた保護者は、当該認定に係る個別学習計画の変更（文部科学省令で定める軽

微な変更を除く。）をしようとするときは、市町村の教育委員会の認定を受けなければならない。 
２	 前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による変更の認定について準用する。 
	 	 （支援） 
第十四条	 市町村の教育委員会は、個別学習計画の作成及び第十二条第一項の認定に係る個別学習計画（前条第

一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定個別学習計画」という。）に従っ

た学習活動を支援するため、学校関係者、第十二条第四項に規定する専門的知識を有する者、同項に規定する

実務の経験を有する者その他の関係者との間において必要な協力体制を整備するものとする。 
２	 市町村の教育委員会は、文部科学省令で定めるところにより、認定個別学習計画に係る学齢児童又は学齢生

徒の学習活動の実施の状況及び心身の状況を継続的に把握するとともに、当該学齢児童又は学齢生徒及びその

保護者に対し、当該認定個別学習計画に従った学習活動に関する必要な助言、指導その他の支援を行うものと

する。 
	 	 （勧告等） 
第十五条	 市町村の教育委員会は、認定個別学習計画に係る学齢児童又は学齢生徒の学習活動の適正な実施を確

保するため必要があると認めるときは、当該学齢児童又は学齢生徒の保護者に対して、当該認定個別学習計画

に従った学習活動の実施の方法の改善、当該認定個別学習計画の変更その他の必要な措置をとるべきことを勧

告することができる。 
２	 前項の規定による勧告を受けた保護者が当該勧告に従い必要な措置をとらなかったとき又は第十二条第三項

各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、市町村の教育委員会は、同条第一項の規定による認定を

取り消すことができる。 
	 	 （報告の徴収） 
第十六条	 市町村の教育委員会は、第十二条第一項の認定を受けている保護者に対し、認定個別学習計画に従っ

た学習活動の実施の状況その他必要な事項について報告を求めることができる。 
	 	 （学校教育法等の特例） 
第十七条	 第十二条第一項の認定を受けている保護者は、学校教育法第十七条第一項若しくは第二項又は児童福

祉法第四十八条の義務を履行しているものとみなす。 
	 	 （修了の認定） 
第十八条	 市町村の教育委員会は、認定個別学習計画に係る学齢生徒が当該認定個別学習計画に従った学習活動

の実施により義務教育を修了したと認めるに当たっては、当該学齢生徒の学習の状況を総合的に評価して、こ

れを行わなければならない。 
２	 市町村の教育委員会は、認定個別学習計画に従った学習活動の実施により義務教育を修了した者には、修了

証書を授与するものとする。 
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	 	 第五章	 夜間その他特別な時間において授業を行う学校における就学の機会の提供等 
	 （就学の機会の提供等） 
第十九条	 地方公共団体は、学齢期を経過した者であって学校における就学の機会が提供されなかったもののう

ちにその機会の提供を希望する者が多く存在することを踏まえ、夜間その他特別な時間において授業を行う学

校における就学の機会の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。 
	 	 （協議会） 
第二十条	 都道府県及び当該都道府県の区域内の市町村は、前条に規定する就学の機会の提供その他の必要な措

置に係る事務についての当該都道府県及び当該市町村の役割分担に関する事項の協議並びに当該事務の実施に

係る連絡調整を行うための協議会（以下この条において「協議会」という。）を組織することができる。 
２	 協議会は、次に掲げる者をもって構成する 
	 一	 都道府県の知事及び教育委員会 
	 二	 当該都道府県の区域内の市町村の長及び教育委員会 
	 三	 学齢期を経過した者であって学校における就学の機会が提供されなかったもののうち就学の機会の提供を

希望する者に対する支援活動を行う民間の団体その他の当該都道府県及び当該市町村が必要と認める者 
	 3	 協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければなら
ない。 
４	 前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 
 
	 	 第六章	 雑則 
第二十一条	 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事

項は、文部科学省令で定める。 
	  
	 	 附則 
	 	 （施行期日） 
第一条	 この法律は、平成二十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め

る日から施行する。 
	 一	 次条及び附則第三条の規定	 公布の日 
	 二	 第四章及び附則第五条の規定	 平成二十九年四月一日 
	 	 （施行前の準備） 
第二条	 文部科学大臣は、この法律の施行前においても、第六条第一項から第三項までの規定の例により、基本

指針を定めることができる。 
２	 文部科学大臣は、前項の規定により基本指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 
3	 第一項の規定により定められた基本指針は、この法律の施行の日において第六条第一項から第三項までの規
定により定められた基本指針とみなす。 
	 	 （政令への委任） 
第三条	 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 
	 	 （検討） 
第四条	 政府は、速やかに、多様な教育機会の確保のために必要な経済的支援の在り方について検討を加え、そ
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の結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 
２	 政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必

要な措置を講ずるものとする。 
	 	 （児童福祉法の一部改正） 
第五条	 児童福祉法の一部を次のように改正する。 
	 	 第六条の二の二第四項中「障害児」の下に「（義務教育の段階に相当する普通教育の多様な機会の確保に関す

る法律（平成二十七年法律第	 	 	 号）第十二条第一項の認定に係る個別学習計画に従つて学習活動を行つて

いる障害児を含む。）」を、「休業日」の下に「（義務教育の段階に相当する普通教育の多様な機会の確保に関す

る法律第十二条第一項の認定に係る個別学習計画に従って学習活動を行っている障害児にあつては、授業の終

了後又は休業日に準ずるものとして厚生労働省令で定める時）」を加える。 
	 	 第六条の三第二項中「就学している児童」の下に「（義務教育の段階に相当する普通教育の多様な機会の確保

に関する法律第十二条第一項の認定に係る個別学習計画に従つて学習活動を行つている学齢児童（学校教育法

第十八条に規定する学齢児童をいう。第十三項において同じ。）を含む。）」を、同条第十三項中「児童」の下に

「（義務教育の段階に相当する普通教育の多様な機会の確保に関する法律第十二条第一項の認定に係る個別学

習計画に従つて学習活動を行っている学齢児童を含む。）」を加える。 
	 	 	 	 理由 
	 義務教育の段階に相当する普通教育を十分に受けていない者に対する当該普通教育の多様な機会の確保に関す

る施策を総合的に推進するため、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、

基本指針の策定、学校教育法の特例その他の必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理

由である。 
 


